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当金庫の中小企業金融円滑化法に基づく実施状況等について 

 

浜松信用金庫 

 

１．金融円滑化実施に関する方針の概要について 

 

 当金庫は｢金融円滑化基本方針｣を平成２１年１２月２２日制定しました。本方針は地域金融の

円滑化に全力で取り組むことを謳ったうえで①取り組み方針、②金融円滑化措置の実施に向けた

態勢整備、③他の金融機関等との緊密な連携を述べています。本方針は地域のお客様へのメッセ

ージとして金庫のホームページに掲載しました。 

 同日に｢金融円滑化管理方針｣を制定しました。本方針は①金融円滑化のための経営者の役割、

②最終意思決定機関である理事会の役割と権限、③金融円滑化管理責任者である審査部担当代表

理事の役割と権限、④金融円滑化管理に向け、適切な審査を実施することの声明、⑤お客様保護

を図ることの声明、⑥お客様の経営相談･経営指導および経営改善を行うこと、およびお客様の事

業価値を見極めるために研修を実施することの声明、⑦お客様からの貸出条件の変更等の相談、

申込みに応じること、および必要があれば他の金融機関等と連携を図ることの声明からなってい

ます。 

 ｢金融円滑化基本方針｣｢金融円滑化管理方針｣および｢中小企業金融円滑化法｣の概要を平成２１

年１２月２２日、部店長会議で説明し職員に周知を図りました。 

 

｢金融円滑化基本方針｣はこちらをご覧ください。 

→ http://www.hamamatsu-shinkin.jp/guide/policy/facilitation.php 

 



２．金融円滑化の状況を適切に把握するための体制の概要について 

 

１．平成２２年１月２６日、当金庫の金融円滑化態勢を整備するため別紙の通り｢金融円滑化管理

規程｣を制定しました。  
２．｢金融円滑化管理方針｣で金融円滑化を適切に実施するため、金融円滑化管理態勢の最終意思

決定機関を理事会と定めたうえで｢金融円滑化管理規程｣において金融円滑化管理責任者であ

る審査部担当代表理事の権限を謳っています。また営業店の金融円滑化管理担当者を営業部

店長として、お客様の問題解決を図るための体制を整備しました。 
３．各営業店に金融円滑化相談窓口、相談プラザに金融円滑化休日相談窓口、本部に金融円滑化

相談窓口および苦情相談窓口を設置しました。 
４．貸出条件変更等の申込みがあった場合は、営業店等の担当者が貸出条件変更等の内容及び現

在の経営状況をお伺いし、併せて必要書類をご提出いただきます。また法第４条及び第５条

の状況を適切に把握するために「返済猶予申出受付管理簿」を制定し、受付時の内容を漏れ

なく記録することを徹底しています。 
５．営業店等の担当者は貸出条件変更等の申込み及びその対応の進捗状況について、速やかに金

融円滑化管理担当者である営業部店長に報告しています。営業部店長は対応が正当な理由な

く長期化することでお客様にご迷惑がかからないよう案件の進捗状況を確認するとともに、

営業部店内の担当者を適切に指導しています。 
６．営業店等の担当者は、申込みを謝絶する場合は、その状況を適切に把握できるように、その

具体的な理由を記録するとともに、お客様へ可能な限り具体的な根拠を示して、お客様が理

解され、納得を得ることができるよう説明しています。なお謝絶する場合には、金融円滑化

管理担当者は、その具体的理由、疎明資料等とともに金融円滑化統括部門である審査部へ必

ず報告し、了承を得ることとしています。また審査部は必要に応じ、金融円滑化管理担当者

に対し、申込みに対して再検討するよう指示をします。 
７．営業店における貸出条件変更等の申込、応諾、謝絶、取下げ等の対応状況は定期的に審査部

へ報告します。審査部はこれを取りまとめて金融円滑化管理責任者に報告します。 
８．金融円滑化管理責任者は本報告を受け、金庫の金融円滑化の取組み状況を適切に把握したう

えで経営会議、理事会に報告します。 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



３．金融円滑化にかかる苦情相談を適切に行うための体制の概要について 
 
 当金庫は、従来からお客さまの苦情相談を営業店等の窓口および本部の業務管理部お客様サー

ビス課で受け付けています。受け付けた苦情相談は、その具体的な内容と対応状況を適切に管理

するために書面に記録します。なお、当金庫では平成２１年１２月、これらの一般相談窓口とは

別に金融円滑化にかかる苦情相談窓口を業務管理部お客様サービス課に設置、専用の電話番号を

開設しています。 
 営業店で受け付けた金融円滑化にかかる苦情相談は他の苦情相談同様、書面に記録し、本部宛

提出しています。これは顧客サポート部門に送付され、顧客サポート等管理責任者である業務管

理部担当代表理事を含め本部内で回覧されます。また受け付けた苦情相談の内容を経営会議に報

告し、営業店等および本部関係部署に適切な対応をするよう必要な指示を行います。 
 ご意見、ご要望は真摯に受け止め、業務改善に役立てていくため、営業店等、業務管理部お客

様サービス課、本部の関係部署が連携して真摯に対応します。 
 なお、金融円滑化にかかる苦情相談は、一般的な苦情相談とは別に業務管理部お客様サービス

課で定期的に取りまとめ、金融円滑化統括部門である本部の審査部へ報告します。あわせて受け

付けた重要な苦情相談の内容を統合リスク管理委員会、経営会議、理事会に報告し、営業店等お

よび本部関係部署に適切な対応をするよう必要な指示を行います。 
苦情の申し出につながるケースが多い、お客様への説明時、とりわけ金融円滑化にかかるお申

込みをお断りする際には、お客様へ可能な限り具体的な根拠を示して、お客様が理解され、納得

を得ることを目的とした説明に努めるよう、指示徹底しています。また、お申込みをお断りする

際には管理書面に記録し、本部関係部署で回覧しています。 
 

☆金融円滑化にかかる苦情相談の流れ☆ 



４．中小企業者の事業についての改善または再生のための支援を適切に行うための体制の概要に

ついて 

 

 当金庫は｢中小企業金融円滑化法｣施行以前より、お客様の経営改善、企業再生に力を注いでき

ました。 

 本部担当部署では返済猶予の申出がある等、再生支援が必要と判断するお客様に対し、営業店

とともに単に資金繰り支援のみならず、経営改善計画書の策定支援をはじめとする経営改善、企

業再生業務を行っています。 

 返済猶予後のお客様に対しモニタリングを適切に実施し、お客様の要望を的確に把握するよう

徹底しています。そのなかで売上拡大、技術力向上が必要と判断されれば、本部の情報機能やネ

ットワークを活用したビジネスマッチングフェアによる売上拡大支援、中小企業基盤整備機構、

各提携大学等を活用した産学官連携支援等に取り組んでいます。 

 



第５　法第４条に基づく措置の実施状況 金融機関名　　 浜松信用金庫

　（別表１）　貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の額 金融機関コード　　 1503

　〔債務者が中小企業者である場合〕 業態　　 信用金庫

地域　　 東海

（単位：百万円）

平成21年
12月末

平成22年
３月末

平成22年
６月末

平成22年
９月末

平成22年
12月末

平成23年
３月末

平成23年
６月末

平成23年
９月末

6,948 27,804 51,397 76,213 98,232 121,821

3,950 14,411 27,965 41,268 52,687 64,316

2,391 12,581 23,822 39,501 48,651 61,573

うち、信用保証協会が条件変更対応保証を応諾
する旨の判断を示した貸付債権の額

0 0 0 0 288 827

0 0 38 367 367 400

うち、信用保証協会が条件変更対応保証を応諾
する旨の判断を示した貸付債権の額

0 0 0 0 0 0

1,559 1,778 3,615 911 2,814 1,441

0 51 488 488 853 900

2,997 13,392 23,432 34,945 45,545 57,505

1,399 11,134 20,895 32,390 42,919 54,588

0 128 341 471 600 624

うち、信用保証協会等が債務の保証を応諾する旨
の判断を示した貸付債権の額

0 0 141 272 369 389

1,598 1,968 1,921 1,741 1,588 1,748

0 161 274 341 437 543

うち、審査中の貸付債権の額

うち、取下げに係る貸付債権の額

うち、審査中の貸付債権の額

うち、取下げに係る貸付債権の額

うち、信用保証協会等による債務の保証を受けていた貸付債権
の額

うち、実行に係る貸付債権の額

うち、実行に係る貸付債権の額

うち、謝絶に係る貸付債権の額

うち、謝絶に係る貸付債権の額

貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の額

うち、信用保証協会等による債務の保証を受けていなかった貸
付債権の額



第５　法第４条に基づく措置の実施状況 金融機関名　　 浜松信用金庫

　（別表２）　貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の数 金融機関コード　　 1503

　〔債務者が中小企業者である場合〕 業態　　 信用金庫

地域　　 東海

（単位：件）

平成21年
12月末

平成22年
３月末

平成22年
６月末

平成22年
９月末

平成22年
12月末

平成23年
３月末

平成23年
６月末

平成23年
９月末

582 2,432 4,085 5,853 7,533 9,353

265 992 1,704 2,407 3,049 3,702

206 897 1,619 2,356 2,995 3,612

うち、信用保証協会が条件変更対応保証を応諾
する旨の判断を示した貸付債権の数 0 0 0 0 17 28

0 0 1 9 9 11

うち、信用保証協会が条件変更対応保証を応諾
する旨の判断を示した貸付債権の数 0 0 0 0 0 0

59 93 76 34 28 55

0 2 8 8 17 24

317 1,440 2,381 3,446 4,484 5,651

150 1167 2,133 3,169 4,170 5,303

0 15 39 49 67 77

うち、信用保証協会等が債務の保証を応諾する
旨の判断を示した貸付債権の数 0 0 21 31 46 55

167 240 163 163 169 165

0 18 46 65 78 106

うち、実行に係る貸付債権の数

うち、謝絶に係る貸付債権の数

うち、謝絶に係る貸付債権の数

貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の数

うち、信用保証協会等による債務の保証を受けていなかった
貸付債権の数

うち、審査中の貸付債権の数

うち、取下げに係る貸付債権の数

うち、審査中の貸付債権の数

うち、取下げに係る貸付債権の数

うち、信用保証協会等による債務の保証を受けていた貸付債
権の数

うち、実行に係る貸付債権の数



第５　法第４条に基づく措置の実施状況 金融機関名　　 浜松信用金庫

　（別表３）　貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の額 金融機関コード　　 1503

　〔債務者が中小企業者であって、当該中小企業者に対し他の金融機関も貸付債権を有する場合〕 業態　　 信用金庫

地域　　 東海

（単位：百万円）

平成21年
12月末

平成22年
３月末

平成22年
６月末

平成22年
９月末

平成22年
12月末

平成23年
３月末

平成23年
６月末

平成23年
９月末

724 3,577 7,729 12,255 14,664 19,390

101 2,819 5,506 11,379 13,415 17,713

うち、信用保証協会が条件変更対応保証
を応諾する旨の判断を示した貸付債権の
額 0 0 0 0 0 341

0 0 38 125 125 130

うち、他の金融機関により法の施行日以
後になされた貸付けの条件の変更等の実
行を認識していた場合の貸付債権の額 0 0 0 0 0 5

623 757 1,877 443 752 1,174

0 0 306 306 371 371

うち、審査中の貸付債権の額

うち、取下げに係る貸付債権の額

信用保証協会等による債務の保証を受けていなかった
貸付債権に係る債務者のうち他の金融機関に対しても
法の施行日以後に貸付けの条件の変更等の申込みが
行われたことを確認することができた者から、貸付けの
条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の額

うち、実行に係る貸付債権の額

うち、謝絶に係る貸付債権の額



第５　法第４条に基づく措置の実施状況 金融機関名　　 浜松信用金庫

　（別表４）　貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の数 金融機関コード　　 1503

　〔債務者が中小企業者であって、当該中小企業者に対し他の金融機関も貸付債権を有する場合〕 業態　　 信用金庫

地域　　 東海

（単位：件）

平成21年
12月末

平成22年
３月末

平成22年
６月末

平成22年
９月末

平成22年
12月末

平成23年
３月末

平成23年
６月末

平成23年
９月末

29 157 274 422 533 711

16 136 243 404 514 661

うち、信用保証協会が条件変更対応保証
を応諾する旨の判断を示した貸付債権の
数 0 0 0 0 0 6

0 0 1 4 4 5

うち、他の金融機関により法の施行日以
後になされた貸付けの条件の変更等の実
行を認識していた場合の貸付債権の数 0 0 0 0 0 1

13 21 27 11 10 40

0 0 3 3 5 5

うち、審査中の貸付債権の数

うち、取下げに係る貸付債権の数

信用保証協会等による債務の保証を受けていなかった
貸付債権に係る債務者のうち他の金融機関に対しても
法の施行日以後に貸付けの条件の変更等の申込みが
行われたことを確認することができた者から、貸付けの
条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の数

うち、実行に係る貸付債権の数

うち、謝絶に係る貸付債権の数



第６　法第５条に基づく措置の実施状況 金融機関名　　 浜松信用金庫

　（別表７）　貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の額 金融機関コード　　 1503

　〔債務者が住宅資金借入者である場合〕 業態　　 信用金庫

地域　　 東海

（単位：百万円）

平成21年
12月末

平成22年
３月末

平成22年
６月末

平成22年
９月末

平成22年
12月末

平成23年
３月末

平成23年
６月末

平成23年
９月末

257 928 1,483 2,090 2,650 3,133

うち、実行に係る貸付債権の額

55 550 1,033 1,471 1,961 2,470

うち、謝絶に係る貸付債権の額

0 24 91 123 235 264

うち、審査中の貸付債権の額

202 278 237 310 234 154

うち、取下げに係る貸付債権の額

0 75 120 185 220 244

貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付
債権の額



第６　法第５条に基づく措置の実施状況 金融機関名　　 浜松信用金庫

　（別表８）　貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の数 金融機関コード　　 1503

　〔債務者が住宅資金借入者である場合〕 業態　　 信用金庫

地域　　 東海

（単位：件）

平成21年
12月末

平成22年
３月末

平成22年
６月末

平成22年
９月末

平成22年
12月末

平成23年
３月末

平成23年
６月末

平成23年
９月末

19 79 122 176 216 255

うち、実行に係る貸付債権の数

4 45 85 125 160 197

うち、謝絶に係る貸付債権の数

0 1 6 8 16 18

うち、審査中の貸付債権の数

15 26 19 25 18 17

うち、取下げに係る貸付債権の数

0 7 12 18 22 23

貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付
債権の数




